
 1 

 
 
当斎場は，柏市・流山市・我孫子市が共同設置した東葛中部地区総合開発事務組合が運

営する，葬儀式場を兼ね備えた公営の火葬場です。 
 
≪施設概要≫                   
所 在 地  ２７７‐０８２５ 千葉県柏市布施２８１番地の１ 
電   話  ０４‐７１３１‐６６４９    ＦＡＸ  ０４‐７１３２‐４５６７ 
ホームページ http://knajimukumi26.ec-net.jp/uing/winghall/winghall.html 

■火葬場 
１ 火葬できる日と時間 
火葬できる日 友引の日及び年始（１月１日～１月３日）を除く毎日 

火葬時間 
①9：30 ②10：00 ③10：30 ④11：00 ⑤11：30 ⑥12：00 ⑦12：30 
⑧13：00 ⑨13：30 ⑩14：00 ⑪14：30 ⑫15：00 
※当斎場の式場を使用する場合は，①から⑥までの火葬時間となります。 

２ 待合室 洋室で椅子席です。１室は無料で，２室目は有料です。 
■式場（大式場：椅子席１２０席 小式場：椅子席７０席） 
①当斎場で火葬を行う場合に限り使用できます。 
②常設の祭壇があります。葬儀会社等が用意する祭壇を持ち込むこともできます。 
③式場控室（通夜振る舞いや火葬中の待合室で使用），遺族控室，僧侶等控室があります。 
その他，更衣室やコインロッカー（使用料金リターン式・１００円／１回）があります。 

④テレビ，風呂・シャワー，寝具はありません。寝具は売店「ウイング」にて貸出し業者の取次
ぎを行っています。 

⑤式場の利用が暴力団の利益になると認められるときは，式場の使用を許可しません。 
■霊柩自動車（洋型車２台） 
当斎場で葬儀を行う場合，または火葬する場合，自宅等から当斎場までの搬送に限り使用できま

す。あらかじめ納棺を済ませてください。霊安室へ安置する際の使用はできません。 
■霊安室 
棺のまま安置する保冷庫です。 
当斎場で葬儀を行う場合，または火葬を行う場合に限り使用できます。 
あらかじめ納棺を済ませてください。安置後は，通夜時または火葬時まで面会できません。 

■売店「ウイング」 
電話番号 04-7131-6940 場 所 待合ロビー隣 
営業時間 9:00～16:45 休業日 友引の日，１月１日～１月３日 
営業内容 酒類，ジュース類，おつまみ類，雑貨等の販売，式場使用時の寝具取次ぎ（有料） 

 
≪利用の流れ≫         
■予約 
１ 予約について 
① 個人及び②以外の葬儀会社 ウイングホール柏斎場 ☎04‐7131‐6649へ電話 
② 登録番号（ID）のある葬儀会社 「ウイングホール柏斎場予約システム」による WEB予約 
ア 予約は火葬する日の１４日前から前日 17：00まで。ただし，式場使用の場合は通夜日前

日の 17:00まで。なお，死亡又は死産（２４週未満を除く）後，２４時間を経過していな
い場合，火葬はできません。 

イ 予約の有効期間は，受付日から３日後の 17:00まで。なお，３日後にあたる日が土日祝日
等の場合は，直近の平日の 17:00まで。ただし，火葬日が予約受付日から３日以内の場合
は火葬日前日の 17:00まで（式場使用の場合は通夜日前日の 17:00まで）。 

２ 必要事項 
①火葬日時 ②斎場の霊柩自動車使用の有無と出棺場所 ③斎場の式場使用の有無 
④死亡者氏名 ⑤死亡者住所 ⑥申請者氏名 ⑦申請者電話番号 ⑧死亡届先 

３ 受付番号 
予約の際，当斎場から「受付番号」をお伝えします。各市役所の市民課又は出張所の窓口で

「死亡届（死産届）」を提出する際に「受付番号」の確認があります。 
４ 予約確認書の送信 

登録番号（ID）のない葬儀会社は，予約内容確認のため，「ウイングホール柏斎場予約確認
書」をＦＡＸにて送ってください。（ＦＡＸ番号 04‐7132‐4567） 
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■死亡届等の提出 
１ 死亡届（死産届）の準備 
２ 死亡届の提出 予約の有効期間内に行ってください。 

提出先 手続きの流れ 

柏  市 
流 山 市 
我孫子市 

・「死亡届（死産届）」を提出 
その際「ウイングホール柏斎場予約確認書」を提出するか，「受付番号」を伝える。 

・「死体（死胎）火葬許可証」と「ウイングホール柏斎場使用許可申請書」を受
取る。 

上記以外 
・市区町村の窓口にて「死亡届（死産届）」を提出 
・予約有効期間内に「死体（死胎）火葬許可証」と「申請者の印」を当斎場に持参し，
「ウイングホール柏斎場使用許可申請書」の交付を受ける。 

■遺体の納棺と搬送 
１ 納棺 あらかじめ納棺を済ませてください。 

＜諸注意＞ 

副葬品の禁止 

御遺骨の損傷，燃焼の妨げ，公害の発生原因，火葬炉設備の故障原
因になるおそれがあるため，副葬品は御遠慮ください。特に炉内で爆
発・破裂等するものについては，火葬作業中の事故につながり大変危
険です。 
【副葬品の例】爆発物（スプレー缶，電池，ライター等），油脂類，プラスチック

製品（おもちゃ等），化学繊維製品（衣類，布団等），発泡スチロール，果物，書籍，
アルバム，金属製品（仏像，スマートフォン，音楽プレイヤー等の電子機器）カーボ
ン製品（つえ，釣竿等），皮革製品，ガラス製品，缶，ペットボトル類など。 

強化段ボー 
ル製の棺 

強化段ボール製の棺（エコ棺）は受入れられません。炉内の温度の
急上昇により遺骨が損傷し，同時にばい煙が飛散することでフィルタ
ーが詰まり，設備の調整ができなくなるため，火葬炉に支障がでます。
（死胎，改葬及び四肢の方の，普通の段ボール箱の使用は可能です。） 

ドライアイス なるべく取り除いてから来場してください。 

ペースメーカー 
ペースメーカーなどの医療機器が埋め込まれている場合は，火葬中

に爆発の危険があるため，事前にお知らせください。 
２ 搬送 

自宅への搬送 御遺族が行うか葬儀会社等に依頼して行ってください。 
当斎場への搬送 御遺族が行うか葬儀会社等に依頼して行ってください。 

当斎場の霊柩自動車を使用することもできます。 
■斎場使用当日の手続き，使用料等の支払い 
１ 到着時の手続き 
 ①「死体（死胎）火葬許可証」と「ウイングホール柏斎場使用許可申請書」を出迎えた係員に

提出してください。 
②分骨希望の場合は印鑑と手数料（１件２００円）が必要です。 
火葬の前に斎場の受付窓口でお申し込みください。 

③骨つぼの購入を希望される場合は，斎場到着時までにお申し出ください。 
２ 火葬中の手続き，使用料等の支払い 
 ①「死体（死胎）火葬許可証」に火葬証明を行い，お返しします。あわせて「ウイングホール

柏斎場使用許可書」をお渡しします。 
※火葬証明を行った「死体（死胎）火葬許可証」は，御遺骨を墓地等に納める際に必要とな
りますので，大切に保管してください。 

  ②使用料等を斎場の受付窓口にて現金で納入してください。 
■葬儀 
１ 葬儀会社等の式場での葬儀 

   葬儀会社等の式場で葬儀を行う場合は，その葬儀会社等と相談して実施してください。 
２ 当斎場での葬儀 

・場所と祭壇類の貸出のみです。当斎場職員のお手伝いはありませんので，聖職者，葬儀ス
タッフの依頼，料理や返礼品等の手配は御遺族で行ってください。 

・葬祭業者の指定や提携は一切ありません。 
・式場内の照明は祭壇を除き，21:00から翌日 8:30まで消灯します。その間は，ろうそく・
線香等火気の使用を禁止します。 

・夜間は 22:00に斎場の門を施錠し，朝は 7:00に開錠します。 
■火葬 
１ 最期のお別れ 

葬儀会社等の式場で
葬儀を行った場合 

火葬時刻までに斎場に到着してください。受付終了後，係の案内によ
り告別室において遺族，会葬者による最期のお別れができます。 

当斎場の式場を使用
した場合 

式場において遺族，会葬者による最期のお別れができます。
告別室でのお別れはできません。 
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２ 火葬 最期のお別れの後炉前ホールに移動し，棺を火葬炉に納め，火葬を行います。 
炉前ホール等の共有スペースでの読経等の儀式は御遠慮願います。 

３ 火葬中 
火葬中の待合 待合室（式場控室）にてお待ちください。 
火葬時間 火葬開始から収骨案内までの目安は６０分です。 
湯茶 待合室（式場控室）に湯沸室があります。 

飲食 
待合室（式場控室）で飲食する場合は，御遺族がお持ち込みになるか，

葬儀会社等を通じて用意してください。酒類，ジュース類，おつまみ等
は斎場内の売店「ウイング」でも販売しています。 

ごみの持帰り 待合室（式場控室）使用後のゴミはすべてお持ち帰りください。 
４ 収骨 火葬終了後，館内放送で収骨の案内がありますので，御遺族，会葬者は収骨室にお集まりください。 

分骨を申し込まれた場合は，係員との打合わせにより収骨をお願いします。 
■帰宅 

収骨をもって終了となります。お手回り品の忘れ物のないようお願いします。 
 
≪料金等≫           
■使用料金表                             令和４年１０月１日改正 

区    分 単位 
火葬(改葬)許可証に記載された申請者 

又は死亡者(死胎は母)の現住所 
柏市・流山市・我孫子市 左記以外のかた 

火葬場 

１５歳以上 １体 ６，０００円 ８２，５００円 
１５歳未満 １体 ３，０００円 ６６，０００円 

死胎 １体 ２，０００円 ３６，３００円 
改葬 １棺 ３，０００円 ３８，０００円 
四肢 １件 ２，０００円 ３３，０００円 

待合室 ２室目 １室 １，８００円 ３，６００円 
大式場 午後３時から 

翌日午後２時３０
分まで 

１回 １１７，１００円 １９５，５００円 
小式場 １回 ７８，４００円 １１７，１００円 
祭 壇 １式 １５，６００円 ３１，３００円 

霊安室 
１日(午前０時から
午後１２時まで） 

１体 ６，３００円 １６，７００円 

霊柩自動車 １回 １１，２００円 １６，２００円 
１ 火葬場，霊安室及び霊柩自動車の使用料金については，減免制度があります。 
２ 四肢は切断された当該本人の住所によります。（申請者は当該本人となります。） 
３ 待合室について，２室目の使用は待合室に空きがある場合に限ります。 
４ 大式場及び小式場の使用料金には，式場控室，遺族控室，僧侶控室の使用を含みます。 
５ 霊柩自動車により有料道路等を通行した場合の通行料金は，使用者の負担となります。 
６ 祭壇には，備品のみ使用の場合も含みます。 

■骨つぼ販売代金                      令和元年１０月１日改正 
種類 特製 ７号 ６号 ５号 ４号 ３号 ２号 

直径 ２１㎝ ２１㎝ １８㎝ １５㎝ １２㎝ ９㎝ ６㎝ 

金額 10,300円 5,100円 4,100円 3,000円 3,000円 2,000円 1,000円 
２号～７号の骨つぼは白無地です。「特製」は７号の骨つぼに鳳凰又は牡丹が描かれたものです。
希望する場合は，斎場到着時までにお申込みください。名前は入りません。 

 
≪その他のサービス≫      
■施設見学 
当斎場の見学を希望される方は，事前に電話でお申し込みください。 

■各種証明 
当斎場の使用に係る各種証明（火葬証明，分骨証明等）を行っています（手数料・２００円）。 
なお，当斎場での分骨は，火葬当日の収骨時の分骨のみとなります。それ以外の場合の分骨はで

きません。詳しくはお問い合わせください。 
 

≪お知らせ≫          
・受付窓口前にＡＥＤ（自動体外式除細動器）を設置しています。 
・当斎場の敷地と建物内は，屋外喫煙所を除き全面禁煙（電子タバコを含む）です。御協力をお
願いします。 

・当斎場の敷地と建物内（共用スペース）での撮影は，他の方のプライバシー保護のため御遠慮
願います。 

・ペット（身体障がい者補助犬を除く）の同伴は御遠慮願います。 
・当斎場での金品等の心付けは，一切不要です。
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ウイングホール柏斎場 交通案内 
■所在地 千葉県柏市布施２８１番地の１ ■電話 ０４‐７１３１‐６６４９ 

■バス                                                    

①JR 常磐線・東武アーバンパークライン柏駅・西口（のりば５）で，東武バスに乗車（約 20 分）。 

 「前原」バス停で下車，徒歩１５分。行き先⇒柏 03 柏 14 ・柏市立高校（柏たなか駅東口経由）行， 

・柏たなか駅東口行，・東急柏ビレジ行 

②JR 常磐線 北柏駅・北口「北柏駅入口」で，東武バスに乗車（約 10 分）。 

「前原」バス停で下車，徒歩１５分。行き先⇒①と同じ 

③つくばエクスプレス 柏たなか駅・東口（のりば１）で，東武バスに乗車（約 15 分）。 

「前原」バス停で下車，徒歩１５分。行き先⇒柏 03・柏駅西口行 

■タクシー                                                

 ①JR 常磐線 北柏駅・南口から            約１５分 

 ②JR 常磐線 我孫子駅・北口から           約１５分 

 ③つくばエクスプレス 柏の葉キャンパス駅・東口から 約１５分 

 ④つくばエクスプレス 柏たなか駅・西口から     約１５分～２０分 

■乗用車                                                 

 ①常磐自動車道 柏インターチェンジから 国道１６号線『十余二工業団地入口』交差点経由で約２０分（約 7 ㎞） 

 ②国道６号線，国道１６号線・『呼塚』交差点から 約１５分（約 5 ㎞） 

 ③国道６号線・『台田』交差点から        約１０分（約 3.5 ㎞） 

■駐車場  

 乗用車１０８台・マイクロバス５台 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東葛中部地区総合開発事務組合 令和４年１０月改訂 

【お願い】 

駐車場の台数には限りがありますので，お乗

り合わせいただくか，公共交通機関（電車，

バス，タクシー）の御利用をお願いします。 


